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市
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
家
計

の
収
支
が
大
き

く
悪
化
し
て
い

る
低
所
得
の
子

育
て
世
帯
に
対

し
、
子
育
て
世

帯
生
活
支
援
特

別
給
付
金
を
次

の
通
り
支
給
し

ま
す
（
ひ
と
り

親
世
帯
分
の
同

給
付
金
を
受
け

取
っ
た
人
は
除

く
）。【

対
象
】
平

成
１５
年
（
特
別

児
童
扶
養
手
当

の
対
象
児
童
は

１３
年
）
４
月
２

日
〜
令
和
４
年
２
月
２８
日
に
生
ま
れ

た
児
童
を
養
育
す
る
、
３
年
度
の
住

民
税
均
等
割
が
非
課
税
か
感
染
症
の

影
響
で
令
和
３
年
１
月
以
降
の
収
入

が
急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当
の

収
入
と
な
っ
た
人
【
支
給
額
】
対
象

児
童
１
人
に
つ
き
５
万
円
。

４
月
分
の
児
童
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
す
る
非
課
税
対
象

者
に
は
、
７
月
上
旬
に
各
手
当
の
登

録
口
座
に
支
給
し
ま
す
（
申
し
込
み

不
要
）
。
そ
れ
以
外
の
対
象
者
は
、

７
月
〜
来
年
２
月
２８
日
に
申
請
を
受

け
付
け
、
８
月
以
降
に
順
次
支
給
し

ま
す
。

詳
し
く
は
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
読
み
取
り
可
）

で
確
認
を
。

問
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
!

０
５

７
０
・
０３０
・
２５０
（
７
月
１
日
〜
９
月

３０
日
）。

◆
乳
幼
児
・
障
が
い
者
な
ど
の
医
療

費
を
助
成

市
は
、
医
療
保
険
加
入

者
で
、
所
得
が
限
度
内
（
表
１
）
の

乳
幼
児
や
障
が
い
者
な
ど
に
医
療
保

険
の
自
己
負
担
額
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
（
表
２
）。

対
象
は
次
の
通
り
。

【
対
象
】
▽
乳
幼
児
等
!
小
学
３

年
生
以
下
▽
こ
ど
も
!
小
学
４
年
〜

中
学
生
▽
①
障
害
者
（
児
）
!
身
体

障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
療
育
手
帳

Ａ
判
定
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級
の
人
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
除
く
）
▽
②
高
齢
障

害
者
!
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

で
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
療

育
手
帳
Ａ
判
定
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
１
級
の
人
▽
母
子
家
庭
等

!
１８
歳
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
配
偶

者
の
い
な
い
母
か
父
と
そ
の
子
、
両

親
の
い
な
い
１８
歳
ま
で
の
人
▽
③
高

齢
期
移
行
!
６５
〜
６９
歳
。

７
月
１
日
か
ら
、
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
る
保
険
診
療
の

訪
問
看
護
療
養
費
も
福
祉
医
療
の
助

成
対
象
に
な
り
ま
す
。

&
健
康
保
険
証
と
本
人
確
認
書

類
、
印
鑑
、
①
②
は
身
体
障
害
者
手

帳
か
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
、
③
の
要
介
護
２
以
上
で

区
分
Ⅱ
に
該
当
す
る
人
は
要
介
護
認

定
結
果
通
知
書
か
介
護
保
険
被
保
険

者
証
、
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た

人
は
１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
の
市

区
町
村
で
交
付
さ
れ
る
令
和
３
年
度

課
税
証
明
書
を
持
っ
て
直
接
、
市
役

所
１
階
の
後
期
医
療
福
祉
課
（
!

７８４

・
８
０
４
１
）
へ
。

◆
傷
病
手
当
金
を
支
給

対
象
な
ど

は
次
の
通
り
。

【
対
象
】
①
市
国
民
健
康
保
険
か

②
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入

し
、
給
与
収
入
が
あ
り
令
和
２
年
１

月
１
日
〜
３
年
９
月
３０
日
に
▽
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し

た
▽
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
り
、
感

染
が
疑
わ
れ
る
―
―
人
【
支
給
開
始

日
】
働
け
な
く
な
っ
た
日
が
３
日
続

い
た
後
、
次
に
働
け
な
く
な
っ
た
日

か
ら
【
支
給
額
】
直
近
の
継
続
し
た

３
カ
月
間
の
給
与
収
入
の
合
計
額
を

就
労
日
数
で
除
し
た
金
額
×
２
／
３

×
日
数
（
上
限
あ
り
）
。
事
業
主
と

医
療
機
関
の
証
明
が
必
要
。
申
し
込

み
は
郵
送
で
。

問
①
市
国
保
年
金
課
!

７８４
・
８
０

４
０
②
市
後
期
医
療
福
祉
課
!

７８４
・

８
０
４
１
。

◆
私
学
助
成
幼
稚
園
給
食
費
を
一
部

補
助

市
教
委
は
、
私
学
助
成
幼
稚

園
な
ど
に
在
園
す
る
施
設
等
利
用
給

付
認
定
を
受
け
る
子
ど
も
の
給
食
費

の
一
部
を
次
の
通
り
補
助
し
ま
す
。

【
対
象
】
▽
生
活
保
護
受
給
世
帯

の
子
ど
も
▽
市
民
税
所
得
割
合
算
額

が
７
万
７
千
１０１
円
未
満
の
世
帯
の
子

ど
も
▽
小
学
３
年
生
以
下
を
基
準
と

し
た
第
３
子
以
降
【
補
助
対
象
】
▽

前
期
４
〜
９
月
▽
後
期
１０
月
〜
来
年

３
月
―
―
の
副
食
費
（
お
か
ず
な
ど

の
費
用
）
【
補
助
上
限
額
】
４
千
５００

円
に
在
籍
月
数
（
各
期
最
大
６
カ
月
）

を
乗
じ
た
額
。

&
各
園
で
配
布
す
る
申
請
書
に
必

要
事
項
を
書
い
て
、
７
月
１６
日
ま
で

に
直
接
、
各
園
へ
。

問
市
教
委
教
育
保
育
課
!

７８４
・
８

０
３
５
。

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
給
付
金
を
支
給

対
象
な
ど
は
次
の
通
り
。

【
対
象
】
▽
総
合
支
援
資
金
の
再

貸
付
を
借
り
終
わ
っ
た
か
８
月
ま
で

に
借
り
終
わ
る
▽
同
資
金
の
再
貸
付

が
不
承
認
と
な
っ
た
―
―
世
帯
に
該

当
し
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
者
登

録
を
し
、
求
職
活
動
を
行
っ
て
い
る

人
か
生
活
保
護
を
申
請
し
て
い
る

人
。
収
入
や
貯
蓄
額
な
ど
の
要
件
あ

り
【
支
給
月
額
】
▽
単
身
世
帯
!
６

万
円
▽
２
人
世
帯
!
８
万
円
▽
３
人

以
上
世
帯
!
１０
万
円
。
い
ず
れ
も
最

長
３
カ
月
間
。
対
象
者
に
は
７
月
初

旬
に
案
内
文
を
送
付
し
、
申
請
を
受

け
付
け
ま
す
。

詳
し
く
は
厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
へ
問
い
合
わ
せ
を
。

問
厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

"®

０
１
２
０
・
４６
・
８
０
３
０
。

子育て世帯生活支援特別給付金
ひとり親世帯以外分を支給

"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
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"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"
#
"

図
書
館
を
利
用
し
よ
う

調
べ
る
学
習
コ
ン
ク
ー
ル

市
立
図
書
館
は
、
「
図
書
館
を
使

っ
た
調
べ
る
学
習
」
の
地
域
（
伊
丹
）

コ
ン
ク
ー
ル
を
開
催
し
ま
す
。

身
近
な
疑
問
や
興
味
が
あ
る
こ
と

な
ど
自
由
に
テ
ー
マ
を
見
つ
け
て
図

書
館
な
ど
で
調
べ
、
ま
と
め
た
作
品

を
募
集
し
ま
す
。

優
れ
た
作
品
は
図
書
館
「
こ
と
ば

ぐ
ら蔵
」
で
表
彰
・

展
示
し
、
一
部

は
全
国
コ
ン
ク

ー
ル
に
推
薦
し

ま
す
。

▽
募
集
期
間

!
８
月
１８
日
〜

９
月
１２
日
▽
対

象
!
市
内
在
住

・
在
学
・
在
勤

の
小
学
生
以

上
。
参
加
賞
あ
り
。

申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
し
く
は
同

館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
確
認
を
。

◎
調
べ
る
学
習
コ
ン
ク
ー
ル
関
連
講

座
を
開
催

７
月
２９
日
㈭
午
前
１０

時
、
図
書
館
「
こ
と
ば
蔵
」
で
。

博
物
館
学
芸
員
に
よ
る
「
伊
丹
郷

町
の
発
展
と
伊
丹
酒
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
講
座
で
す
。

定
員
４０
人
。
無
料
。

&
７
月
７
〜
１６
日
に
図
書
館
「
こ

と
ば
蔵
」
へ
。
先
着
順
。

◎
エ
ジ
ソ
ン
こ
う
ざ
・
ガ
リ
レ
オ
こ

う
ざ
を
開
催

理
科
の
体
験
を
通
し

て
気
付
い
た
こ
と
や
分
か
っ
た
こ
と

を
ま
と
め
ま
す
。

い
ず
れ
も
図
書
館
「
こ
と
ば
蔵
」

で
。
無
料
。内
容
な
ど
は
次
の
通
り
。

【
ガ
リ
レ
オ
こ
う
ざ
】
▽
地
球
の

重
力
に
負
け
な
い
実
験
!
７
月
３１
日

㈯
午
前
１０
時
、
午
後
２
時
、
８
月
１

日
㈰
午
後
２
時
▽
風
と
羽
根
の
不
思

議
な
関
係
!
８
月
４
日
㈬
午
前
１０

時
、
午
後
２
時
、５
日
㈭
午
後
２
時
。

対
象
・
定
員
は
市
内
在
住
・
在
学

の
小
学
４
〜
６
年
生
各
２０
人
。

【
エ
ジ
ソ
ン
こ
う
ざ
】
▽
水
の
力

で
ふ
し
ぎ
な
ア
ー
ト
!
８
月
３
日
㈫

午
後
２
時
。

対
象
・
定
員
は
市
内
在
住
・
在
学

の
小
学
１
〜
３
年
生
２０
人
。

&
７
月
１
〜
１５
日
に
同
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
申
請
を
。
応
募
多

数
の
場
合
は
抽
選
。

＊

＊

問
図
書
館
「
こ
と
ば
蔵
」
!

７８３
・

２
７
７
５
。

伊
丹
広
報
３
面

０
７
０
１
０
３

井
❶
藤
❷
尚
❸
井
❹
藤
❺
藤
❻
尚
❼
尚
❽
井
❾
尚

７月１３日～８月１３日

サマージャンボ宝くじ
収益金は各都
道府県の販売実
績などに応じて
交付され、県内
各市町で防災資
機材や公園整備
などに活用され
ています。
県内の宝くじ売り場かインター
ネットでお買い求めください。
（公財）兵庫県市町村振興協会

☎０７８－３２２－１１５１

表１ 所得制限額表

※１…０歳児は所得制限なし
※２…平成３０年度から政令指定都市の市民税の税率は８％ですが、変更前の６％で算

定された市民税所得割額で判定します
※３…児童扶養手当全部支給基準:扶養親族が０人の場合（１人増えるごとに３８万円

を加算）。所得制限額は、各所得の合計額から雑損控除・医療費控除・社会保
険料控除（定額８万円）・配偶者特別控除・小規模企業共済等掛金控除などの
合計額を控除した額です

※４…平成３０年度税制改正により給与所得控除・公的年金控除が１０万円引き下げら
れ、基礎控除が１０万円引き上げられることに伴い、所得判定においては給与所
得の金額から最大で１０万円を控除した額（マイナスの場合は０）により判定を
行います

表２ 一部負担金表

$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
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%
$
%
$
%
$
%
$
%
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%
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%
$
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$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$
%
$

市

政

見
る
聞
く

審
議
会
を
開
催

◆
第
４
回
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会

７
月
１２
日
㈪
午
後
２
時
、
市
役
所
議

会
棟
３
階
の
議
員
総
会
室
で
。

議
題
は
「
第
３
期
伊
丹
市
男
女
共

同
参
画
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
」。

定
員
５
人
。
傍
聴
希
望
者
は
当
日

午
後
１
時
半
ま
で
に
直
接
、
会
場

へ
。
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

問
市
同
和
・
人
権
推
進
課
!

７８４
・

８
１
４
６
。

◆
第
２
回
市
人
権
教
育
・
啓
発
施
策

審
議
会

７
月
１３
日
㈫
午
前
９
時
、

市
役
所
議
会
棟
３
階
の
議
員
総
会
室

で
。議

題
は
「
伊
丹
市
人
権
教
育
・
啓

発
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
の
見
直

し
に
つ
い
て
」。

定
員
５
人
程
度
。
傍
聴
希
望
者
は

当
日
午
前
８
時
半
ま
で
に
直
接
、
会

場
へ
。
希
望
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
。問

市
同
和
・
人
権
推
進
課
!

７８４
・

８
０
７
７
。

◆
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
検

討
委
員
会
委
員
を
募
集

市
は
、
公

共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
基
本
計
画

見
直
し
に
当
た
り
、
今
後
の
推
進
方

策
な
ど
に
つ
い
て
審
議
す
る
委
員
２

人
を
次
の
通
り
募
集
し
ま
す
。

▽
応
募
資
格
!
市
内
在
住
・
在
勤

・
在
学
の
１８
歳
以
上
で
平
日
の
会
議

に
出
席
で
き
る
人
（
他
の
審
議
会
な

ど
の
委
員
、
市
職
員
、
市
議
会
議
員

除
く
）
▽
任
期
!
委
嘱
日
か
ら
諮
問

に
係
る
審
議
が
終
了
す
る
ま
で
。
報

酬
あ
り
。

&
応
募
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事

項
を
書
き
、
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
お

け
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
か
た
」

と
題
し
た
作
文
（
８００
字
以
内
）
を
添

え
て
、
７
月
２６
日
ま
で
に
直
接
か
郵

送
（
必
着
）
で
〒
６６４
・
８
５
０
３
伊

丹
市
役
所
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課

（
!

７８０
・
４
３
４
５
）
へ
。

◆
市
公
設
市
場
指
定
管
理
者
選
定
委

員
会
委
員
を
募
集

市
は
、
公
設
市

場
の
指
定
管
理
者
を
選
定
す
る
委
員

２
人
を
次
の
通
り
募
集
し
ま
す
。

▽
応
募
資
格
!
市
内
在
住
・
在
勤

・
在
学
の
２０
歳
以
上
（
他
の
審
議
会

な
ど
の
委
員
、
市
職
員
、
市
議
会
議

員
除
く
）
▽
任
期
!
委
嘱
日
か
ら
指

定
管
理
者
が
指
定
さ
れ
る
日
ま
で

（
８
月
上
旬
〜
１０
月
下
旬
に
２
回
の

選
定
委
員
会
を
開
催
予
定
）
。
報
酬

あ
り
。

&
市
役
所
６
階
の
農
業
政
策
課
に

あ
る
応
募
用
紙
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事

項
を
書
き
、
「
今
後
の
公
設
市
場
に

求
め
ら
れ
る
も
の
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
小
論
文
（
８００
字
以
内
）を
添
え
て
、

７
月
１５
日
ま
で
に
直
接
か
郵
送
（
必

着
）で
〒
６６４
・
８
５
０
３
伊
丹
市
役
所

農
業
政
策
課（
!

７８４
・
８
０
５
０
）へ
。

◆
住
民
基
本
台
帳
閲
覧
状
況
を
公
表

市
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
〜
３
年

３
月
３１
日
の
住
民
基
本
台
帳
閲
覧
状

況
を
次
の
通
り
公
表
し
ま
す
。

▽
公
表
期
間
!
７
月
１
〜
３０
日
▽

公
表
場
所
!
市
役
所
１
階
の
市
民

課
、各
支
所
・
分
室
、
く
ら
し
の
プ
ラ

ザ
、「
ふ
ら
っ
と
」人
権
セ
ン
タ
ー（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
１
年
間
、
行
政
資

料
コ
ー
ナ
ー
は
３
年
間
閲
覧
可
）。

問
市
市
民
課
!

７８４
・
８
０
３
８
。

◆
公
共
下
水
道
を
整
備

８
月
１
日

か
ら
池
尻
５
の
一
部
（
０
・
５０
㌶
）

で
新
た
に
公
共
下
水
道
の
供
用
を
開

始
し
ま
す
。

ま
た
、
公
共
下
水
道
の
整
備
に
関

す
る
資
料
を
７
月
１５
〜
３０
日
の
午
前

９
時
〜
午
後
５
時
、
上
下
水
道
局
２

階
の
下
水
道
課
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

閲
覧
無
料
。

問
市
上
下
水
道
局
!

７８４
・
８
０
７

４
。

※５…低所得者とは、受給者と同世帯に属するものの全員が市町村民税非課税で、か
つ、世帯全員の年金収入８０万円以下、もしくは年金収入を加えた所得８０万円以
下の人

※６…７０～７４歳の障害者医療費の受給者は、医療機関窓口で被保険者証と７月から交
付する「障害者医療費受給者証」と「高齢受給者証」を提示すると上記一部負
担金で受診ができます

令和２年分確定申告の申告期限延長により、福祉医療費助成制度の３年度更新後に資
格情報や負担区分が変更になる場合があります。税情報の変更に該当する人は問い合
わせを

医療費助成制度 所得判定対象者 所得制限額

乳幼児等（※１）
保護者 世帯の市町村民税所得割額（合計額）

２３万５０００円未満（住宅借入金等特別税
額控除、寄付金税額控除前）※２

こども

障害者（児）
高齢障害者

本人・配偶者・扶養義務者

母子家庭等 本人か養育者

年額４９万円（※３）。ただし、市町村民税
非課税世帯で年金収入を加えた所得８０
万円以下の人は児童扶養手当一部支給
基準内であれば対象※４

高齢期移行
（誕生日が昭和２７年
６月３０日以前の人
は、区分Ⅱの要件【要
介護２】は必要あり
ません）

区分：Ⅰ

本人と世帯全員

市町村民税非課税世帯で、世帯全員に
所得なし（年金収入８０万円以下かつ所
得なし）※４

区分：Ⅱ
市町村民税非課税世帯で本人の年金収
入を加えた所得が８０万円以下であり、
かつ要介護２以上※４

医療費
助成制度

年齢 負担区分

福祉医療での一部負担金
（１医療機関などにつき）

乳幼児等
・こども

就学前

外来 入院

負担なし

負担なし
小・中学生

一般

低所得者
（※５）

２割負担で１日８００円
（月２日まで）

２割負担で１日６００円
（月２日まで）

障害者（児）
（※６）

・高齢障害者

一般

低所得者
（※５）

６００円（月２日まで）
１割負担
月２４００円まで

４００円（月２日まで）
１割負担
月１６００円まで

母子家庭等

一般

低所得者
（※５）

８００円（月２日まで）
１割負担
月３２００円まで

４００円（月２日まで）
１割負担
月１６００円まで

医療費
助成制度

年齢 負担区分
福祉医療での一部負担金（月額）

外来（個人ごと） 入院＋外来（世帯）

高齢期移行 ６５～６９歳
区分Ⅱ（２割）

区分Ⅰ（２割）

１万２０００円

８０００円

３万５４００円

１万５０００円


